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警察職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則（公安委員会規則第７号） 

 原子力災害対策特別措置法の一部改正に伴い、同法の引用条文を改めることとした。 
 

公 安 委 員 会 規 則 

 

 警察職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成24年９月19日 

                                              兵庫県公安委員会       

                                                                委員長 橋 本 猛 伸  

兵庫県公安委員会規則第７号 

警察職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

 警察職員の特殊勤務手当に関する規則（昭和35年兵庫県公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正す

る。 

附則第６項中「第20条第３項」を「第20条第２項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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